
障がい者スポーン団体活動支援事業費補助金交付要綱

(趣 旨)

第 1条 大分県障がい者スポーツ協会会長 (以下 「会長」 とい う。)は、障がい者スポーツ

を奨励 し、障がいのある方の健康 と体力の維持増進を図るとともに社会参加を促進するた

め、予算の定めるところにより、障がい者スポーツ団体等の行 う取組に対 して補助金を交

付するものとし、その交付についてはこの要綱に定めるところによる。

(定義 )

第 2条  この要綱において、 「障がい者ネポーツ団体等」とは、大分県内における障がい者

スポーツ競技を統括する団体として大分県内に事務局を有する団体を指す。

(補助対象経費及び補助額)

第 3条  この補助金の対象となる経費及びその額は次のとおりとする。

補 助 対 象 経 費 補助率及び上限額

(1)県大会を実施するに要する次に掲げる経費

1謝礼費 (審判員に支払 う謝金)

2旅費交通費 (審判・役員交通費実費、宿泊費)

3食糧費 (茶菓代、弁当代)

弁当代は審判 。役員のみ。選手の飲食代は、対象外。

4会場使用料

5設備費

6通信運搬費 (郵便送料、電話通信料)

7消耗品費 (事務用品、消耗品、大会用具・資材等の購入費用 )

8賞品費 (メ グル、賞状、楯代 )

9印刷製本費 (印刷代、大会資料代)

10役務費 (傷害保険料、手話通訳代、振 り込み手数料等)

10/10

ただ し 1大会あた り

5万 円以内

(2)九州大会等 (西 日本 。全国大会を含む)派遣に要する次に掲

げる経費

1参加費

2旅費交通費 (交通費実費、駐車場代、車両借上げ代、宿泊費 )

3通信運搬費 (郵便送料、電話通信料 )

4消耗品費 (事務用品、消耗品)

5役務費 (傷害保険料、手話通訳代、振 り込み手数料等 )

10/10

た だ し予 算 の範 囲 内



(3)競技力向上を目的とした練習会の開催や県外への遠征等に要

する次に掲げる経費

1謝礼費 (練習会の指導者に対する謝金 )

2旅費交通費 (練習会の指導者に対する謝金、県外遠征等に係

るバス借上げ代等 )

3消耗品費 (練習会及び県外遠征等に係る選手等の飲料代等必

要な消耗品)

4会場使用料 (練習会及び県外遠征等に係る使用料 )

5競技用具等購入費

6そ の他練習会及び県外遠征等に必要 と認められる経費

10/10

ただし1競技あた り

8万円以内

(補助金の交付申請 )

第 4条 補助金の交付申請は、補助金交付申請書 (第 1号様式)に よるものとし、次に掲げ

る書類を添付 し、会長に提出しなければならない。

(1)補助事業所要額調書 (第 2号様式 )

(2)事業計画書 (第 3号様式)                ´

(3)収支予算書 (第 4号様式 )

(4)その他会長が必要と認める書類

(補助条件 )

第 5条 補助条件は、次のとお りとする。

(1)次の要件を満たす事業が実施されること。

ア 共通事項

(ア )県段階で組織 された団体であり、県内障がい者スポーン競技を統括 し、規約に基づ

き安定 した活動が行われていること。

(イ )基本的に会員の会費により運営が行われていること。

イ 県大会の実施

(ア )補助対象大会は原則 として年 1回 とする。

(イ )地域の障がいのある方が参加 しやすいように配慮 されていること。

(ウ )補助する県大会は、原則 として、障がい児 `者 30人以上又は 4チーム以上が参加

する大会であること。ただし、全国障害者スポーツ大会正式競技であり、大分県障が

い者スポーン大会 として開催する競技については、この限 りではない。

ウ 九州大会等 (西 日本及び全国規模の大会を含む )｀ の遠征

(ア)補助対象大会は原則として年 1回 とする。

(イ )参加挫手及び役員は、適切な方法により選出された大分県代表として参加するもの

が望ましい。    .                    ・

工 競技力向上を目的とした練習会の開催や県外への遠征等



(ア )練習会及び県外遠征等は、競技力向上に資すると判断できる内容であること。

(イ )活動年度当初に、団体 として掲げる「活動 目標」を設定 し、 日標に則 した活動内容

であること。     イ

(ウ )補助については、原則 として年 1回 とする。

(2)補助事業の内容、経費の配分の変更 (会長が定める軽微な変更を除く。)をする場合

は、補助事業変更承認 申請書 (第 5号様式)を会長に報告 し、その承認を受けること。

(3)補助事業を中止 し、ヌ.は廃止する場合は、会長の承認を受けること。

(4)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難 となつた場合は、

速やかに会長に報告 し、その指示を受けることも

(5)こ の補助金に係 る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭 (預金)出納簿等の帳

簿及び契約書(領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度か

ら起算 して 5年間整備保管すること。

2 会長の定める軽微な変更の範囲は、補助金の額に変更を及ぼさない変更で、次のとお り

とする。

(1)補助金の交付 目的に反 しない事業内容の変更

(2)補助対象経費の 20パエセン ト以内の増減

(補助金の交付決定の通知)

第 6条 会長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに

付 した条件を補助金交付決定通知書 (第 6号様式)に より通知するものとする。

(申 請の取下げのできる期間)

第 7条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領 した場合において、

当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付 された条件に不服があるときは、

当該通知を受領した日から起算して15日 を経過した日までに、申請の取下げをすること

ができる。

(補助金の交付方法)

第 8条  この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、会長が必要 と認める場合は、

概算払の方法により交付することができる。

(補助金の交付請求 )

第 9条 補助金の交付決定の通知を受けたものが、補助金の交付を請求 しようとするときは、

補助金交付請求書 (第 7号様式)に より行 うものとする6

(実績報告)

第 10条 補助事業を行 う者は、補助事業が完了したときは(補助金実績報告書 (第 8号様

式)に次に掲げる書類を添付し、事業完了若 しくは廃上の承認を受けた日から起算して 3



0日 を経過 した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の 4月 10日 の

いずれか早い期 日までに、会長に提出しなければならない。

(1)補助金精算書 (第 9号様式)

(2)補助事業実績書 (第 10号様式)

(3)収支決算 (見込)書 (第 11号様式 )

(4)その他会長が必要と認める書類 (領収書の写し、大会結果 )

(補助金の額の確定通知)

第 11条 会長は、補助事業の完了又は廃上に係る補助事業の成果の報告を受けた場合にお

いては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行 う現地調査等により、その報告に係る

補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものである

かどうかを調査し適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定して補助金の額

の確定通知書 (第 12号様式)に より通知するものとする。

(書類の提出都数等 )

第 12条  この要綱の規定によりく会長に提出する書類の部数は 1部 とし、その様式及び提

出期限は、この要綱の本則に定めのあるもののほか、別に会長が定めるところによる。

附 則  :
この要綱は、令和 5年度の予算に係る障がい者スポーツ団体活動支援事業費補助金から

適用する。



第 1号様式 (第 4条 関係 )

年度障がい者スポ‐ツ団体活動支援事業費補助金交付申請書

大分県障がい者 スポー ツ協会

会 長         殿

(申 請者住所)

(申 請 者 名 )

会 長 印

年度において、下記の とお り障がい者スポーツ団体活動支援事業を実施 したいの

で、補助金       円を交付 されるよう、障がい者スポーツ団体活動支援事業費補

助金交付要綱第 4条 の規定により、関係書類を添えて申請 します。

記

事業 目的

(1)県 大 会 開 催 費

(2)九 州 大 会 等 派 遣 費

(3)地 域 活 動 支 援 費

計

号

日月

第

年

1

円

円

円

円

2 事業完了予年月 日 年  月  日

2 添付書類

(1)補 助事業所要額調書 (第 2号様式 )

(2)事 業計画書 (第 3号様式 )

(3)収 支予算書 (第 4号様式 )

(4)そ の他 会長が必要 と認 める書類



第 2号様式 (第 4条 関係 )

年度障がい者スポーツ団体振興事業費所要額調書

(単 位 :円 )

補助交付 申請額

E

補 助 所 要額

D

差 引 額

(A― B)
ヽc

寄 付 金

そ の 他 の 収 入

B

対象 経費 の

支 出予 定額

A

県大 会 開
‐
催 費

九 州 大 会 等 派 遣 費

地域 活 動支 援 費

計



大 会 名

開催 日時

開催場所

主催者・共催者

参加 人数 (選 手 )

開催費 用

(単位 :千 円 )

費  目 金  額 積 算 内 訳

(収 入 )

計

(支 出 )

計

第 3号様式 (第 4条 関係 )

年 度 障 が い者 ス ポー ツ団 体 活 動 支 援 事 業 計 画 書

1 県大会開催費

2 九州大会等派遣費

大 会 名

開催 日時

開催場所

主催者 ・共催者

参加人数 (選 手 )

派遣人数

(選 手・役員別 )

開催費用

(単 位 :千 円 )

費  目 金  額 積 算 内 訳

(収 入 )

計

(支 出 )

計

(注 )未開催 の場合 は、 日時・場所等は予定で記入 の こと。



3 地域活動 支援費

「団体 の年間 目標」 を達成す る関連事業の概要

団体 の年 間 目標

事業名

実施 日時 (時 期 )

実施 場 所

主催者・共催者

参加者数

(選 手 二役員別 )

所要経費

(単位 :千 円)

費  目 金  額 積 算 内 訳

(収 入 )

計

(支 出 )

計

※ 事業が複数 ある場合 は、本計画書 を複数提 出の こ と。



第 4号様式 (第 4条関係 )

収 支 予 算 書

1 収  入

(単位 :円 )

項 目 予算額 備 考

県費補助金

計

2 支  出

(単位 :円 )

項 目 予算額 備 考

県大会開催費

九州大会等派遣費

地域活動費

計



第 5号様式 (第 5条 関係 )

年度障がい者スポiツ 団体活動支援事業変更承認申請書

月

大分県障がい者スポーツ協会

会  長       殿

(申 請者住所 )

(申 請者名 )

会 長

年   月   日付け大障ス協第   号で補助金の交付決定通知のあった
一年度障がい者スポーツ団体活動支援事業について、下記のとお り変更したいので

承認されるよう、障がい者スポーン団体活動支援事業費補助金交付要綱第 4条 の規定によ

り申請 します。

記

1 変更の理由

以下第 1号様式の記の 2以 下に準じて作成 し、変更前と変更後が比較対照できるよう、
変更部分を二段書きにし、変真前をかっこ書きで上段に記載すること。

号

日

第

年



第 6号様式 (第 6条 関係 )

年度 障がい者 スポー ツ団体活 動支援 事業費補助金交付決 定通知書

大障ス協第

年  月

会  長 殿

大分県障がい者 スポー ツ協会

会 長

号

日

□

1

年   月  日付 け   第  号で交付 申請 のあつた   年度障がい者 ス

ポー ツ団体活動支援事業費補助金 については、下記 の とお り交付す ることに決定 したので、

障がい者 スポー ツ団体活動支援事業費補助金交付要綱第 6条 の規定 によ り通知 します。

記

補助金 交付決定額

(1)県 大 会 開 催 費

(2)九 州 大 会 等 派 遣 費

(3)地 域 活 動 支 援 費

計

2 補助条件

(1)次 の要件 を満 たす事業が実施 され ること。

ア 共通事項

(ア )県段 階で組織 された団体であ り、県内障がい者 スポー ツ競技 を統括 し、規約 に基

づ き安定 した活動が行 われてい ること。

(イ )基本的 に会員 の会費 によ り運営が行 われ てい ること。

イ 県大会の実施

(ア )補助対象大会 は原則 として年 1回 とす る。

(イ )地域 の障がいのある方が参加 しやすい よ うに配慮 されてい ること。

(ウ )補助す る県大会は、原則 として、障がい児・者 30人 以上又は 4チ ーム以上が参

加す る大会であること。ただ し、全国障害者 スポー ツ大会正式競技 であ り、大分県

障がい者 スポー ツ大会 として開催す る競技 については、この限 りではない。

ウ 九州大会等 (西 日本及び全国規模 の大会 を含む)の 遠征

(ア )補助対象大会 は原則 として年 1回 とす る。

(イ )参加選手及び役員 は、適切 な方法 によ り選 出 され た大分県代表 として参加す るも

のが望 ま しい。

工 競技力 向上 を 目的 とした練習会の開催や県外への遠征等

(ア )練習会及び県外遠征等 は、競技力 向上 に資す ると判断できる内容 であること。

円

円

円

円



(イ )活動年度 当初 に、団体 として掲 げる 「活動 目標」 を設定 し、 日標 に則 した活動内

容 であること。

(ウ )補助 については、原則 として年 1回 とす る。

(2)補助事業の内容、経費の配分の変更 (会 長が定める軽微な変更を除 く。)を する場
合は、補助事業変更承認申請書 (第 5号様式)を 会長に報告 し、その承認を受けるこ

と。

(3)補助事業を中止 し、又は廃止する場合は、会長の承認を受けること。

(4)補助事業が予定の期間内に完了 しない場合又は補助事業の遂行が困難 となった場合
は、速やかに会長に報告 し、その指示を受けること。

(5)■ の補助金に係 る収入及び支出を明 らかにした預金通帳、金銭 (預 金)出 納簿等の

帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了 した 日の属する年度の翌年
度か ら起算 して 5年 間整備保管すること。



第 7号様 式 (第 9条 関係 )

年度 障 がい者 スポー ツ団体活動支援事業費補助金 交付請 求書

大分県障がい者 スポー ツ協会

会 長        殿

(申 請者住所)

(申 請 者 名 )

会 長

号

日

第

年 月

印

年   月  日付け大障ス協第  号で交付決定のあった    年度障がい

者スポー ツ団体活動支援事業費補助金 を精算払 (概 算払 )の 方法 によ り交付 され るよ う、

障がい者 スポー ツ団体活動支援事業費補助金交付要綱第 8条 の規定 によ り請求 します。

記

補助金交付

決 定 額
既 受 領 額

今 回請求額
残    額

事業完了予定

(完 了)年月 日

備  考

円 円 円 円



第 8号様式 (第 10条 関係 )

年度障がい者スポーン団体活動支援事業費補助金実績報告書

月

大分県障がい者沃ポーツ協会

会 長        殿

(申 請者住所 )

(申 請 者 名 )

会長

年  月  日付け大障ス協第   号で交付の決定通知ど受けた   年度障
がい者スポーツ団体活動支援事業について、下記のとお り実施 したので 、障がい者スポー

ツ団体活動支援事業費補助金交付要綱第 10条 の規定により、その実績を関係書類を添え
て報告 します。

1 事業 の効果

(1)県 大 会 の 開 催

(2)九 州 大 会 等 の 派 遣

(3)地 、域 活 動 の 支 援

2 事業完了年月 日

3 添付書類

(1)補 助金精算書 (第 9号様式)         
′

(2)補 助事業実績書 (第 10号 様式 )

(3)収 支決算 (見 込)書 (第 11号 様式 )

(4)そ の他会長が必要と認める書類 (領 収書の写し、大会結果 )

号

日

第

年

印



第 9号様式 (第 10条 関係 )

年度障がい者 スポーン団体活動支援事業費補助
―
金精算書

(単 位 :円 )

補 助 交 付 申請 額

E

補助 所 要額

D

▽
差 引 額

(A― B)

C

寄付 金

そ の他 の収 入
´ B

対 象経 費 の

支 出予 定額

A

県 大 会 開 催 費

九州 大 会 等 派 遣 費

地域 活 動 支援 費

計



第 10号 様式 (第 10条 関係 )

年度障がい者スポーツ団体活動支援事業費補助事業実績書

1 県大会開催

2 九州大会等派遣

大 会 名

開催 日時

開催場所

主催者 。共催者

参加人数 (選 手 )

開催費用

(単位 :円 )

費  目 金  額 積 算 内 訳

(収 入 )

計

(支 出 )

計

大 会 名

開催 日時

開催場所

主催者 。共催者

参加人数 (選 手 )

派遣人数

(選 手・役員別 )

開催費用

(単位 :円 )

費  目 金  額 積 算 内 訳

(収 入 )

計

(支 出 )

計



3 地域活動 支援

「団体の年間 目標 」 を達成す る関連事業 の概要

団体 の年 間 目標

の達成 状 況

事 業名

実施 日時 (時 期 )

実施場所

主催者・共催者

参加者数

(選 手・役員別 )

開催費用

(単 位 :千 円 )

費  目 金  額 積 算 内 訳

(収 入 )

計

(支 出 )

計

※ 事業が複数 ある場合 は、本実績書 を複数提 出の こと。



第 11号 様式 (第 10条 関係 )

収 支 決 算 書

1 収 ,入

(単位 :円 )

項 目 精算額 備 考

県費補助金

計

2 支 出

(単 位 :円 )

項 目 精算額 備 考

県大会開催費

九州大会等派遣費

地域活動費

計



第 12号 様式 (第 11条 関係 )

年度障がい者スポーツ団体活動支援事業費補助金の額の確定通知書

大障ス協第

年 月

号

日

会  長 殿

大分県障が い者 スポー ツ協会

会長       囲

年  月  日付け   第   号で提出のあらた   年度障がい者スポー

ツ団体活動支援事業実績報告書に碁づき、   年  月  日付け大障ス協第   号

による交付決定通知に係 る補助金の額      円については、金     田に確定

したので、障がい者スポー′ツ団体活動支援事業費補助金交付要綱第 11条 の規定により通

知 します。

記

補助金額の確定額の内訳

(1)県 大会 開催 費

(2)九 州 大会 等 派遣 費

(3)地 域 活 動 支援:費

計

円

円

円

円




